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          ◎開会及び開議の宣告 

○議長（伊藤福章君） おはようございます。 

  定刻並びに出席議員が定足数に達しておりますので、ただいまから平成18年第7回美郷町議

会臨時会を開会いたします。 

  直ちに会議を開きます。 

（午前１１時１５分） 

 

          ◎会議録署名議員の指名 

○議長（伊藤福章君） 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議規則第118条の規定により、21番、髙橋 猛君、1番、鈴木 一君を指名いたします。 

 

          ◎会期の決定 

○議長（伊藤福章君） 日程第2、会期の決定についてを議題といたします。 

  お諮りいたします。会期を本日1日限りとしたいと思いますが、これにご異議ありません

か。 

          （「異議なし」の声あり） 

○議長（伊藤福章君） 異議なしと認めます。 

  したがって、会期は1日限りと決定いたしました。 

 

◎諸般の報告 

○議長（伊藤福章君） 日程第3、諸般の報告を行います。 

  町の監査委員より例月出納検査、平成18年度予算8月分の報告がありました。その写しを皆

さんのお手元に配布しております。それをもって報告にかえさせていただきます。 

 

◎町長の招集あいさつ 

○議長（伊藤福章君） 日程第4、本臨時会の招集に当たって、町長の招集あいさつがありま
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す。 

  町長 松田知己君、登壇願います。 

          （町長 松田知己君 登壇） 

○町長（松田知己君） 本日、平成18年第7回美郷町議会臨時会を招集いたしましたところ、議

員各位にはご出席をいただきお礼申し上げます。 

  提出いたしました議案について、その概要をご説明申し上げます。報告第19号専決処分事

項の報告についてですが、公用車の事故にかかる和解及び損害賠償の額を定めることについ

て専決処分いたしましたのでご報告するものです。議案第65号、第66号、第67号及び第68号

工事請負契約の一部変更についてですが、公共下水道事業の管渠埋設と六郷東部地区簡易水

道事業の管渠埋設の共同工事4件の契約金額の変更についてお諮りするものです。議案第69号

平成18年度美郷町一般会計補正予算第4号についてですが、これは行政経営プラン推進事業費

及び文化財保護事業費の補正並びに下水道事業特別会計への繰り出し金についてお諮りする

ものです。議案第70号平成18年度美郷町下水道事業特別会計補正予算第3号についてですが、

これは公共下水道整備事業の増額についてお諮りするものです。なお、提出議案の詳細につ

きましては、各担当課長等に説明させますのでよろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。 

 

◎報告第１９号の上程、説明 

○議長（伊藤福章君） 日程第5、報告第19号専決処分事項の報告についてを上程いたします。 

  報告を朗読させます。事務局長。 

          （事務局長朗読） 

○議長（伊藤福章君） 内容の説明を求めます。総務課長。 

○総務課長(深澤 廣君） 報告第19号についてご説明いたします。 

  事故の概要でございますが、8月25日、          が美郷町境田地内を走行中、

ハンドル操作を誤って用水路へ脱輪し、路肩にあった電柱に衝突、その衝撃で電柱上部にあ

りました碍子１本が折れてしまった。というものでございます。相手方は        

            。3番に記載の内容で示談が成立してございますが修理代は全額保

険金で対応しております。この車は町がロートピア仙南に貸し付けしているものですが、多

額の修理代を要するということになり買い替えております。購入費用については、保険金、
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これは車の修理代としておりた保険金という意味ですが、その保険金とロートピアの負担で

賄ってございます。以上です。 

○議長（伊藤福章君） 報告が終わりました。 

 

          ◎議案第６５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（伊藤福章君） 日程第6、議案第65号 工事請負契約の一部変更についてを上程し、議

題といたします。 

  議案を朗読させます。事務局長。 

          （事務局長朗読） 

○議長（伊藤福章君） 提案理由並びに内容の説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（深澤 廣君） ご説明いたします。契約金額を492万6,600円追加するものでござ

います。追加の理由ですが、下水道管敷設のための掘削箇所に防火水道管が埋設されてお

り、この防火水道管を333メートル移設しなければならないというものでございます。以上で

す。 

○議長（伊藤福章君） 説明が終わりましたのでこれより質疑を行います。質疑ありません

か。 

          (「なし」の声あり) 

○議長（伊藤福章君） 質疑なしと認めます。 

○議長（伊藤福章君） これより討論に入ります。討論ありませんか。 

          (「なし」の声あり) 

○議長（伊藤福章君） 討論なしと認めます。 

  議案第65号についてこれより採決いたします。 

  お諮りします。議案第65号について原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

          (「異議なし」の声あり) 

○議長（伊藤福章君） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第65号 工事請負契約の一部変更については原案のとおり決しました。 

 

          ◎議案第６６号の上程、説明、質疑、討論、採決 
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○議長（伊藤福章君） 日程第7、議案第66号 工事請負契約の一部変更についてを上程し、議

題といたします。 

  議案を朗読させます。事務局長。 

          （事務局長朗読） 

○議長（伊藤福章君） 提案理由並びに内容の説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（深澤 廣君） ご説明いたします。契約金額を234万8,850円追加するものでござ

います。追加の理由ですが、議案第65号の第1工区と同じくこの工区も防火水道管を243メー

トル移設しなければならないこと。また、消火栓が1基減になったことによるものでございま

す。以上です。 

○議長（伊藤福章君） 説明が終わりましたのでこれより質疑を行います。質疑ありません

か。 

  9番、武藤 威君。 

○9番（武藤 威君） あの……。別にあれですけど……。距離的にも結構長いものですし、事

前にいつ頃できたものかそういう予想とかそういうものなかったんですか。そこあたり。 

○議長（伊藤福章君） 建設課長。 

○建設課長（照井一夫君） 一応調べはしました。ただ、その深さがどれくらいあるかそうい

う資料がございませんでした。このできた期間でありますが、昭和11年5月20日に刻印がなさ

れておると。そういうことですのでたぶんその時期だろうと思います。 

○議長（伊藤福章君） よろしいですか。 

          (「はい」の声あり) 

○議長（伊藤福章君） ほかにございませんか。 

  16番、吉野 久君。 

○16番（吉野 久君） 確認のためにお聞きしますけれども下水道、上水道敷設後、消火栓の

方も大丈夫、影響なく使えるものですね。 

○議長（伊藤福章君） 建設課長。 

○建設課長（照井一夫君） 全く施工には問題がありません。 

○議長（伊藤福章君） よろしいですか。 

          (「はい」の声あり) 

○議長（伊藤福章君） ほかにありませんか。 
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          (「なし」の声あり) 

○議長（伊藤福章君） 質疑なしと認めます。 

○議長（伊藤福章君） これより討論に入ります。討論ありませんか。 

          (「なし」の声あり) 

○議長（伊藤福章君） 討論なしと認めます。 

  議案第66号についてこれより採決いたします。 

  お諮りします。議案第66号について原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

          (「異議なし」の声あり) 

○議長（伊藤福章君） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第66号 工事請負契約の一部変更については原案のとおり決しました。 

 

          ◎議案第６７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（伊藤福章君） 日程第8、議案第67号 工事請負契約の一部変更についてを上程し、議

題といたします。 

  議案を朗読させます。事務局長。 

          （事務局長朗読） 

○議長（伊藤福章君） 提案理由並びに内容の説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（深澤 廣君） ご説明いたします。契約金額を136万3,950円減額するものでござ

います。減額の理由ですが、この工区も防火水道管を101メートル移設しなければならないこ

と。また、消火栓が1基増になったこと。それから工事が終わった後の舗装が片側全面の3メ

ートルから掘削した部分のみの90センチに少なくなったことなどによるものでございます。

以上です。 

○議長（伊藤福章君） 説明が終わりましたのでこれより質疑を行います。質疑ありません

か。 

          (「なし」の声あり) 

○議長（伊藤福章君） 質疑なしと認めます。 

○議長（伊藤福章君） これより討論に入ります。討論ありませんか。 

          (「なし」の声あり) 

○議長（伊藤福章君） 討論なしと認めます。 
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  議案第67号についてこれより採決いたします。 

  お諮りします。議案第67号について原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

          (「異議なし」の声あり) 

○議長（伊藤福章君） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第67号 工事請負契約の一部変更については原案のとおり決しました。 

 

          ◎議案第６８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（伊藤福章君） 日程第9、議案第68号 工事請負契約の一部変更についてを上程し、議

題といたします。 

  議案を朗読させます。事務局長。 

          （事務局長朗読） 

○議長（伊藤福章君） 提案理由並びに内容の説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（深澤 廣君） ご説明いたします。契約金額を67万950円減額するものでございま

す。減額の理由ですが、この工区も防火水道管を121メートル移設しなければならないこと。

消火栓が1基減になったこと。また、工事が終わった後の舗装が片側全面の3メートルから掘

削した部分のみの90センチになったことなどによるものでございます。以上です。 

○議長（伊藤福章君） 説明が終わりましたのでこれより質疑を行います。質疑ありません

か。 

          (「なし」の声あり) 

○議長（伊藤福章君） 質疑なしと認めます。 

○議長（伊藤福章君） これより討論に入ります。討論ありませんか。 

          (「なし」の声あり) 

○議長（伊藤福章君） 討論なしと認めます。 

  議案第68号についてこれより採決いたします。 

  お諮りします。議案第68号について原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

          (「異議なし」の声あり) 

○議長（伊藤福章君） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第68号 工事請負契約の一部変更については原案のとおり決しました。 
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          ◎議案第６９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（伊藤福章君） 日程第10、議案第69号 平成18年度美郷町一般会計補正予算第4号につ

いてを上程し、議題といたします。 

  議案を朗読させます。事務局長。 

          （事務局長朗読） 

○議長（伊藤福章君） 内容の説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（深澤 廣君） ご説明いたします。今回の補正の額は歳入、歳出それぞれ156万4,

000円でございます。その内容についてご説明いたします。6ページをご覧願います。最初に

歳入をご説明いたします。歳入は全額普通交付税を充当いたします。次に歳出をご説明いた

します。2款1項2目の行政推進費ですが、8節、9節、19節の減額ですが、これは当初行政経営

品質向上運動の考え方に基づいた手法で組織改革を実施する予定でしたが、本町においては

目標管理制度を導入することで、より確実に組織改革が図られますので13節に予算の組み替

えを行うものでございます。13節の委託料でございますが、目標管理制度の導入に向けての

マニュアルの作成、それから職員を対象とした研修等に要する経費でございます。次に8款5

項1目28節ですが、これは下水道特別会計への繰り出し金でございます。10款5項3目の文化財

保護費でございますが、7節の賃金は根子荒田遺跡の発掘調査をしましたが、出土品が予想よ

りも少なく、調査整理作業員賃金が不要となってございます。13節の委託料でございます

が、平成19年度から予定されております本堂城回地区の圃場整備に伴う試掘に要する経費

で、試掘調査面積が増えたために増額するものでございます。次のページをお願します。こ

れは債務負担行為の設定です。ゆーとぴあ雁の里温泉機能維持事業に関するもので、限度額

が6,900万円。19年度から20年度までの2年間の設定になります。地方債は合併特例債を予定

してございます。以上です。 

○議長（伊藤福章君） これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

  8番、泉美和子君。 

○8番（泉美和子君） 総務費の13節、目標管理制度導入支援業務委託料ですけれども、この中

身をもう少し詳しく教えていただきたいと思います。 

○議長（伊藤福章君） 公室室長。 

○町長公室長（澁谷喜一君） 委託料の中身ということでございますが、これにつきましては

先の6月の協議会において行政経営プランをご承認いただきました。それの一つの目標管理制
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度を進めていく中での導入でございます。この委託の内容と言いますのは、事務事業を進め

ていく上で目標を設定してその事務事業を進めていくという内容でございますので、その目

標の設定の仕方、それからこの事務事業を進めていく上で上司との面接等がございます。そ

れからその評価もしなければいけないということで、その面接評価の方法の仕方。それから

問題といいますか、事業が進まないといった場合の問題が出てきた場合の解決方法、これを

能力的に向上していくために項目に対する各種のマニュアルを作成しなければいけません。

そのマニュアル作成に係る費用でございます。さらには目標設定にあたって面接評価する段

階で特別職、管理職等が面接等の面接の仕方というものを研修しなければいけませんので、

管理職、特別職、班長等による面接方法とかそのいろいろな方法を研修すると。その制度を

フォローアップするための研修をすると。この事務の流れでございます。このための作業に

ついての委託料でございます。 

○議長（伊藤福章君） よろしいですか。 

  8番、泉美和子君。 

○8番（泉美和子君） 目標管理制度という言葉を聞くと、すぐ人事効果というのを、人事の評

価の方に私は考えてしまうんですけれども、そういう点で企業ではこういう制度を導入して

かえって職員がやる気を無くするといいますか、ストレスを講じているというそういうこと

も言われていますけれども、今あの特別職ということでしたけれども、すぐこれが一般職の

人事評価とかということを行うことも含まれるのかどうか、そこら辺伺います。 

○議長（伊藤福章君） 公室室長。 

○町長公室長（澁谷喜一君） まず初めにこの目標管理制度そのものというものは、人事評価

制度も含まれた内容でございますが、美郷町が今導入しようとする目標管理制度について

は、日常の事務事業の進め方、点検と改善等を含めた事務事業の効率化を図るために、美郷

町行政推進班が独自に制定した制度ですので、それが直接人事の評価につながるという、将

来的にはあるかもしれませんが、今の段階では人事の評価までつなげていくということの指

示は受けていませんのでどうかよろしくご了解願いたいと思います。 

○議長（伊藤福章君） よろしいですか。 

  8番、泉美和子君。 

○8番（泉美和子君） 先ほども言いましたように、成果主義賃金に反映されてかえって職員が

やる気無くなるとかそういうことのないように、本来こういう目標管理の一番の目的は住民
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のサービス向上、福祉向上だと思いますのでその点をぜひ強調して意見を述べます。答弁は

いりません。 

○議長（伊藤福章君） ほかに質疑ありませんか。 

  20番、飛澤龍右エ門君。 

○20番（飛澤龍右エ門君） 債務負担行為の件についてでございますけれども、これと関連す

るかちょっと分からないんですけれど、いずれ今議会で質問しますけれども、美郷町には今3

施設の温泉があります。今回、ゆーとぴあの件で債務負担行為が行われるわけですけれど

も、今後もう2つの施設に関して同様な事が起きた場合、また温泉の掘削をするものか参考の

ためにお伺いします。 

○議長（伊藤福章君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（小林宏和君） 温泉の他の施設の掘削につきましては、当然この後統合一本

化とかいろいろな経営方針を改善すべく施設のあり方を検討していくわけですが、その段階

で、もしこういう状況が発生した場合は、当然のごとく温泉の供給というのが大前提でござ

いまして、それを前向きに新しい源泉を確保するという観点で調査検討することになろうか

と思います。 

○議長（伊藤福章君） ほかに質疑ありませんか。 

  16番、吉野 久君。 

○16番（吉野 久君） 一点だけ私も債務負担行為についてお伺いしますけれども、勉強のた

めに伺うようなことなんですが、2ヵ年にわたる事業ということで債務負担行為で行うことみ

たいです。ただ債務負担行為を行う場合は、年度ごとの負担額を明確にすべきものだと思っ

ております。ただこの事業の場合はそれができるのでしょうか。そこら辺をお願します。 

○議長（伊藤福章君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（小林宏和君） 今回債務負担が設定されますと、今後速やかに業者選定を行

いまして先ほどの契約諸条件を提示いたしまして、町に有利な形で受けてくれる業者があれ

ばそこに契約したいと。ただ、額的には成功報酬的な契約でございますので、まず一たん掘

削していただいて出た量が確認された上で工事費が決まると思います。結果的には19年度の

当初予算に盛り込むか、間に合わなければ途中での補正予算で設定された条件の報酬額を確

定したいと。ただし、その段階でこっちの必要量に満たない場合は第2段階、第4号の掘削に

入るわけですのでその中で額を確定して合わせた額で契約ということになろうかと思いま
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す。 

○議長（伊藤福章君） よろしいですか。 

          (「はい」の声あり) 

○議長（伊藤福章君） ほかに質疑ありませんか。 

  6番、中村利昭君。 

○6番（中村利昭君） 同じく債務負担行為の件ですけれども、先ほどの協議会でも色々お話し

ましたけれども、まだ納得いたしておりませんのでできれば減額変更できないものかという

ことをお尋ねしたいのですが。 

○議長（伊藤福章君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（小林宏和君） 額につきましてはあくまでも上限額でございます。施工業者

がどのような条件を提示してくれるのかそれを見極めながらこの範囲内で契約するものです

ので、極力そこは協議してその額よりもっともっと下がるような形で協議してまいりたいと

考えてございます。 

○議長（伊藤福章君） 6番、中村利昭君。 

○6番（中村利昭君） できれば一発で④の場所を設定できるような方法を検討願いたいと思い

ます。 

○議長（伊藤福章君） ほかに質疑ありませんか。 

          (「なし」の声あり) 

○議長（伊藤福章君） 質疑なしと認めます。 

○議長（伊藤福章君） これより討論に入ります。討論ありませんか。 

          (「なし」の声あり) 

○議長（伊藤福章君） 討論なしと認めます。 

  議案第69号についてこれより採決いたします。 

  お諮りします。議案第69号について原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

          (「異議なし」の声あり) 

○議長（伊藤福章君） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第69号 平成18年度美郷町一般会計補正予算第4号は原案のとおり決しまし

た。 

 



－14－ 

 

          ◎議案第７０号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（伊藤福章君） 日程第11、議案第70号 平成18年度美郷町下水道事業特別会計補正予

算第3号についてを上程し、議題といたします。 

  議案を朗読させます。事務局長。 

          （事務局長朗読） 

○議長（伊藤福章君） 内容の説明を求めます。建設課長。 

○建設課長（照井一夫君） それでは議案第70号についてご説明申し上げます。始めに7ページ

でございます。歳出でございます。1款3項1目でございます。13節は事業実績に伴います減額

をしてございます。これを工事費に充当するということでございます。15節でございます

が、県道花巻大曲線の沿線の町道の区域内を国体前に完成を図りたいということで15箇所の

町道の工事費でございます。それからこの財源でございますが6ページ歳入でございます。3

款1項1目でございます。事業費の増額によりまして対象事業費の2,000万円の2分の1が補助金

として入るものでございます。それから4款1項1目でございます。これは補助金、起債の残金

を繰り越し、一般会計からの繰り越しをしていただくというものでございます。それから7款

1項1目でございます。これは補助事業の増に伴いまして補助事業の残額それに90パーセント

の起債増額をされたものでございます。今回の補正によります歳入歳出にそれぞれ2,000万円

を追加しまして予算の総額を3億8,016万1,000円とするものでございます。以上でございま

す。 

○議長（伊藤福章君） これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

          (「なし」の声あり) 

○議長（伊藤福章君） 質疑なしと認めます。 

○議長（伊藤福章君） これより討論に入ります。討論ありませんか。 

          (「なし」の声あり) 

○議長（伊藤福章君） 討論なしと認めます。 

  議案第70号についてこれより採決いたします。 

  お諮りします。議案第70号について原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

          (「異議なし」の声あり) 

○議長（伊藤福章君） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第70号 平成18年度美郷町下水道事業特別会計補正予算第3号については原案
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のとおり決しました。 

 

◎閉会の宣告 

○議長（伊藤福章君） 以上で本臨時会に上程されました議案の審議は全部終了いたしまし

た。 

  会議を閉じます。 

  これをもちまして平成18年第7回美郷町議会臨時会を閉会します。 

  ご苦労さまでした。 

(午前１１時４９分) 
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